
2223  市報いいやま/06.10

１
水
保
育
園
入
園
申
込
用
紙
提
出
期
限
（
詳
細
10
ペ
ー
ジ
）

2
木
飯
山
え
び
す
講
（
４
日
ま
で
）

火
葬
場
休
み

３
金
ふ
れ
あ
い
祭
り　
10
時
～　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
詳
細
37
ペ
ー
ジ
）

青
少
年
芸
術
祭 

舞
台
発
表
の
部　
市
民
会
館

4
土

5
日
交
通
安
全
住
民
大
会　
13
時
30
分
～　
飯
山
駅
（
パ
レ
ー
ド
）

　
　
　
　
　
　

 　
　
14
時
～　
市
民
会
館
（
大
会
）　

6
月
祖
父
母
講
演
会　
14
時
～

   

保
健
セ
ン
タ
ー
（
詳
細
12
ペ
ー
ジ
）

7
火

8
水
火
葬
場
休
み

9
木
秋
の
火
災
予
防
運
動
（
～
15
日
）

10
金

11
土

12
日
飯
山
市
ジ
ュ
ニ
ア
駅
伝
大
会　
長
峰
ス
ポ
ー
ツ
公
園

市
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会　
市
民
体
育
館

雪
国
大
学　
14
時
～　
飯
山
市
公
民
館
講
堂
（
詳
細
32
ペ
ー
ジ
）

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト　
10
時
～　
飯
山
図
書
館

13
月

14
火
火
葬
場
休
み

15
水
く
ら
し
の
セ
ミ
ナ
ー　
13
時
30
分
～　
女
性
セ
ン
タ
ー（
詳
細
25
ペ
ー
ジ
）

16
木
健
康
相
談
日　
９
時
30
分
～
11
時　
保
健
セ
ン
タ
ー

17
金

18
土
無
料
法
律
相
談　
13
時
～
15
時　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

19
日
飯
山
市
議
会
議
員
一
般
選
挙　
投
票
日

20
月
総
合
相
談　
９
時
～
15
時　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

火
葬
場
休
み

21
火

22
水
社
会
保
険
相
談　
10
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

23
木

24
金

25
土
火
葬
場
休
み

26
日
市
税
等
日
曜
納
税
窓
口　
８
時
30
分
～
17
時　
市
役
所
税
務
課
窓
口

27
月

28
火

29
水

30
木
社
会
保
険
相
談　
10
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

12/1
金

12/2
土

月１１
◇
ふ
れ
あ
い
相
談　
毎
週
水
曜
日　
午
前
9
時
か
ら
12
時　
飯
山
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
人
権
福
祉
総
合
相
談　
月
曜
日
～
金
曜
日 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時 

い
い
や
ま
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
家
庭
児
童
相
談
・
教
育
相
談　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
） 

教
育
委
員
会
事
務
局 

家
庭
児
童
・
教
育
相
談
室
（
市
役
所
１
階
）

◇
女
性
相
談 

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
） 

人
権
政
策
課
男
女
共
同
参
画
係（
相
談
専
用
電
話
番
号 

０
８
０（
１
０
８
０
）９
９
２
４)

11月の税金など（納期限は11月30日）

・固定資産税・都市計画税・・・・・・・・3 期
・国民健康保険税・・・・・・・・・・・・・5 期
・介護保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・8 期
・上水区域上下水道使用料 ・・・・９・10 月分
・下水道受益者負（分）担金・・・・・・・3 期
・保育料 ・・・・・・・・・・・・・・・１１月分
・CATV・インターネット使用料 ・・・・１１月分

口座振替日　１１月２７日

土曜日の証明窓口
【発行日】毎週土曜日
（ただし祝日、12 月29日～
　　　　　　翌1月3日までを除く）

【受付時間】午前 8 時 30 分～12 時
【発行できる証明の種類】
・住民票の写し　　・戸籍の謄・抄本
・印鑑登録証明書　・年金現況証明
【窓口】市役所 1階  市民課窓口

総 合 相 談
婦人相談や、人権・家庭・相談、行政相談、
経営法律相談など無料でご相談いただけます。

【相談日】11月20日（月）
【時　間】午前 9 時～午後 3 時
（ただし弁護士による無料法律相談、経営
法律相談は午後 1時～ 3 時まで）

【会　場】飯山市総合福祉センター
お問い合わせは
社会福祉協議会　☎� 2840まで

お知らせ

飯山市役所
 62-3111

情報カレンダー
◇
斑
尾
高
原
絵
本
美
術
館　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
６
時　
毎
週
火
曜
日
休
館　
☎
�
２
８
０
７

　
「
世
界
の
切
手
で
め
ぐ
る
絵
本
た
ち
展
」
10
月
9
日
㈯
～
11
月
27
日
㈪
ま
で
（
予
定
）

　
斑
尾
高
原
げ
ー
じ
ゅ
つ
祭
２
０
０
６
企
画
展　
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
写
真
展
「
校
庭　
木
造
校
舎
ー
信
州
ー
」
10
月
27
日
㈮
～

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の

回
収
に
つ
い
て

市
役
所
農
林
課　
振
興
係

　
☎
�
３
１
１
１　
内
線
２
６
２
、２
６
３

　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
環
境
問
題

か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
野
焼
き
は

法
律
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

資
源
の
有
効
活
用
と
環
境
へ
の
配
慮

か
ら
、
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

の
集
団
回
収
を
行
い
ま
す
。

日
時　
11
月
５
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

場
所　
Ｊ
Ａ
北
信
州
み
ゆ
き
基
幹
配

送
セ
ン
タ
ー
（
木
島
）、
常
盤
支
店
、
旭

町
支
店
、
西
部
配
送
セ
ン
タ
ー
（
太
田
）

回
収
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
負
担
金

・ポ
リ
エ
チ
レ
ン
類
、塩
化
ビ
ニ
ー
ル
、

そ
の
他
ビ
ニ
ー
ル
類
…
１
㌔
50
円

・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
キ
ノ
コ
ビ
ン
、

育
苗
箱
・
育
苗
ポ
ッ
ト
…
１
㌔
80
円

・
イ
ボ
竹
…
１
㌔
30
円

・
直
管
・
ア
ー
チ
パ
イ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
…
１
㌔
10
円

・
紙
袋
…
１
枚
５
円

持
ち
物　
委
任
状
、
印
鑑

　
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

飯
水
岳
北
地
域
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
適
正
処
理
連
絡
協
議
会

（
Ｊ
Ａ
北
信
州
み
ゆ
き
営
農
資
材
課
）

☎
�
６
０
１
０

　

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
等
建
設
荷
役
機
械
を
使
用
さ

れ
て
い
る
皆
さ
ん
、
年
１
回
の
自
主

検
査
（
特
定
自
主
検
査
）
は
お
済
み

で
す
か
。

　
建
設
荷
役
機
械
に
つ
い
て
は
、
検

査
業
者
ま
た
は
法
定
検
査
資
格
者

に
よ
る
、
安
全
に
機
能
を
維
持
し
て

使
用
す
る
た
め
の
検
査
を
１
年
以
内

に
１
回
実
施
し
、
安
全
な
運
転
操
作

が
で
き
る
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

11
月
は
自
主
検
査
強
調
月
間
で

す
。
こ
の
機
会
に
未
検
査
機
械
の
検

査
を
実
施
し
、
建
設
機
械
に
よ
る

事
故
・
労
働
災
害
の
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
建
設
荷
役

車
両
安
全
技
術
協
会
長
野
県
支
部
、

県
下
労
働
基
準
監
督
署
、
ま
た
は
長

野
労
働
局
安
全
衛
生
課　
☎
０
２
６

（
２
２
３
）
０
５
５
４
ま
で
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

回
収
し
ま
す

使
い
終
わ
っ
た
食
用
油

市
役
所
生
活
環
境
室

　
☎
�
３
１
１
１　
内
線
１
９
１
、１
９
２

　
い
い
や
ま
く
ら
し
の
会
で
は
、
使

用
後
の
食
用
油
回
収
を
行
い
ま
す
。

お
近
く
の
回
収
場
所
へ
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
回
収
後
の
油
は
、
リ
サ
イ
ク

本町ぶらり広場  ぎゃらりぃ白銀
◇ 10 月26日㈭～11月7日㈫　和紙研究会（予定）
　ぎゃらりぃ白銀へのお問い合わせは「人参」☎� 2978 まで

11
月
は
建
設
荷
役
車
両

特
定
自
主
検
査
強
化
月
間

㈳
建
設
荷
役
車
両
安
全
技
術
協
会
長
野
県
支
部

　
☎
０
２
６
（
２
３
２
）
２
８
８
０

ご
存
知
で
す
か
？

土
地
取
引
に
必
要
な
届
出

市
役
所
都
市
計
画
課　
計
画
係

　
☎
�
３
１
１
１　
内
線
２
４
２

　
国
土
利
用
計
画
法
で
は
、
土
地

の
投
機
的
取
引
や
地
価
の
高
騰
を

抑
制
す
る
と
と
も
に
、
適
正
か
つ

合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
を
図

る
た
め
、
土
地
取
引
に
つ
い
て
届

出
制
を
設
け
て
い
ま
す
。
一
定
面

積
以
上
の
土
地
を
取
引
し
た
と
き

は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
知
事
等
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

届
出
を
し
な
い
と
法
律
で
罰
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

ご
存
知
で
す
か
？
建
退
共
制
度

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構　
長
野
支
部

　
☎
０
２
６（
２
２
８
）７
２
０
０

　

建
退
共
制
度
は
、
建
設
現
場
で

働
く
方
々
の
た
め
に
、
国
が
作
っ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
は
、
労
働
者
の
共
済
手

帳
に
、
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
け

金
と
な
る
共
済
証
紙
を
貼
り
、
そ
の

労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を

や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金

を
支
払
う
と
い
う
、
業
界
全
体
で
の

退
職
金
制
度
で
す
。
事
業
主
が
変

わ
っ
て
も
退
職
金
は
通
算
し
て
計
算

さ
れ
ま
す
。

加
入
で
き
る
事
業
主

　
建
設
業
を
営
む
方

対
象
と
な
る
労
働
者

　
建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

掛
金　
日
額
３
１
０
円

　
そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
は
建
退
共

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

就
職
基
礎
能
力
速
成
講
座

受
講
生
募
集

就
職
基
礎
能
力
速
成
講
座
総
合
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
６
３
（
２
７
）
５
０
１
０

　
就
職
が
決
ま
ら
な
い
若
い
皆
さ
ん
を

総
合
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
講
座
で
す
。

開
催
期
間
と
申
込
締
切

◇
11
月
28
日
～
12
月
５
日

　
　
　
　
（
11
月
22
日
申
込
締
切
）

◇
２
月
６
日
～
２
月
14
日

　
　
　
　
（
１
月
31
日
申
込
締
切
）

対
象
者

　
長
野
県
内
各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求

職
申
込
、
ま
た
は
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
信

州
に
利
用
登
録
し
て
い
る
、
概
ね
30

歳
未
満
の
若
年
者
（
学
生
生
徒
は
除

く
）。

申
込
先　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
飯
山

　
　
　
　
　
　
　
☎
�
８
６
０
９

　
ご
不
明
の
点
は
就
職
基
礎
能
力
速

成
講
座
総
合
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

取 引 の 形 態
○売買　　　　○代物弁済

　○交換　　　　○共有持分の譲渡
　○営業譲渡　　○地上権、賃借権の設定・譲渡
　○譲渡担保　　※相続・贈与などは届出不要です。

取 引 の 規 模
都市計画区域内　　　　　　５，０００　㎡以上

　都市計画区域以外の区域　１０，０００　㎡以上

10 月は「土地月間」～地域に貢献 社会に貢献 土地活用～

※
届
出
が
必
要
な
取
引
は

　

左
記
の
と
お
り
で
す
。

ル
さ
れ
石
け
ん
に
な
り
ま
す
。

実
施
日　
11
月
10
日
㈮

場
所
・
時
間

◇
太
田
地
区
活
性
化
セ
ン
タ
ー

　
午
前
８
時
30
分
～
10
時

◇
市
役
所
西
側
車
庫

　
（
北
信
州
森
林
管
理
所
向
か
い
）

　
午
前
９
時
～
11
時

　
ゴ
ミ
や
水
の
混
じ
っ
た
油
、
ラ
ー

ド
、
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
は
回
収
で
き

ま
せ
ん
。

11 月は児童虐待防止推進月間です
　児童虐待とは、
・身体的虐待（なぐる、ける、やけどをさせる、投げ落とす、溺れさせる　など）
・性的虐待   （性的暴力、性的行為の強要、ポルノの被写体にする　など）
・ネグレクト（家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にする、車に放置する、
　　　　　　　 病気になっても病院に連れて行かない　など）
・心理的虐待（言葉による脅し、無視する、兄弟間の著しい差別的扱い　など）
『しつけのつもり』でも暴力は虐待です

人
権
常
設
相
談
所
を

開
設
し
て
い
ま
す

長
野
地
方
法
務
局　
飯
山
支
局

　
☎
�
２
３
０
２

　
飯
山
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
及
び

長
野
地
方
法
務
局
飯
山
支
局
で
は
、

人
権
常
設
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
お
困
り

の
こ
と
や
心
配
事
（
差
別
、
虐
待
、

い
じ
め
な
ど
の
人
権
問
題
、
離
婚
、

相
続
な
ど
の
家
庭
の
問
題
等
）
に
つ

い
て
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

電
話
で
の
相
談
も
お
受
け
し
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
堅
く

守
ら
れ
ま
す
。

相
談
日　
毎
週
月
曜
日

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

場
所　
長
野
地
方
法
務
局
飯
山
支
局

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

　
詳
し
い
こ
と
は
長
野
地
方
法
務
局

飯
山
支
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　　　 北信地区就職面接会
　求職者と企業との個別面談を行います。対象は、
新規学卒者及び若年者（おおむね 35 歳未満の一
般求職者）です。履歴書をご持参ください。

日時　10 月 30 日㈪　午後１時～４時
　　　（受付は 12 時～午後３時 30 分）
会場　メルパルク長野　１階　メルパルクホール
　申し込み・入場料は不要です。詳しくは、雇用・
能力開発機構長野センター☎ 026（243）1290
までお問い合わせください。

  職場でのトラブルの解決をお手伝いします
　長野県労働局では、個々の労働者と事業主
の間の労働関係の紛争を解決する援助を行い
ます。詳しくは下記へお問い合わせください。
・長野労働局総合労働相談コーナー
　☎ 026（223）0551
・長野総合労働相談コーナー　　　 
　☎ 026（223）6310


